
平 成 ２ ５ 年 度 実 績 評 価 計 画 書

国 家 公 安 委 員 会 ・ 警 察 庁



第 １ こ の 計 画 書 の 趣 旨
「 国 家 公 安 委 員 会 及 び 警 察 庁 に お け る 政 策 評 価 に 関 す る 基 本 計 画 」（ 平 成 2 4 年 ３ 月 国

家 公 安 委 員 会 ・ 警 察 庁 決 定 ） に お い て は 、 国 家 公 安 委 員 会 及 び 警 察 庁 に お け る 実 績 評 価
方 式 に よ る 評 価 に つ い て 、 国 家 公 安 委 員 会 及 び 警 察 庁 の 所 掌 す る 政 策 の 体 系 と し て 、 警
察 行 政 に お け る 主 要 な 目 標 （ 基 本 目 標 ） を 設 定 し 、 当 該 基 本 目 標 を 実 現 す る た め の 個 別
の 政 策 が 目 指 す 具 体 的 目 標 （ 業 績 目 標 ） を 選 択 し た 上 で 、 業 績 目 標 ご と に 設 定 し た 業 績
指 標 （ 認 知 件 数 等 の ア ウ ト カ ム 指 標 又 は 検 挙 件 数 等 の ア ウ ト プ ッ ト 指 標 ） を １ 年 以 上 の
一 定 期 間 測 定 す る こ と に よ り 、 業 績 目 標 の 実 現 状 況 を 評 価 す る も の と し 、 毎 年 度 、 実 績
評 価 計 画 書 を 作 成 し 、 公 表 す る こ と と し て い る 。

第 ２ 評 価 の 対 象
平 成 2 5年 度 に お い て は 、次 の ７ つ の 基 本 目 標 を 実 現 す る た め の 1 8の 業 績 目 標 に つ い て 、

業 績 目 標 ご と に 定 め た 業 績 指 標 を 測 定 す る こ と に よ り 、実 現 状 況 を 把 握 す る こ と と す る 。
な お 、 業 績 目 標 ご と の 実 現 状 況 に つ い て は 、 2 6年 度 に 評 価 書 を 作 成 す る 。

基 本 目 標 １ 市 民 生 活 の 安 全 と 平 穏 の 確 保
業 績 目 標 １ 総 合 的 な 犯 罪 抑 止 対 策 の 推 進
業 績 目 標 ２ 地 域 警 察 官 に よ る 街 頭 活 動 及 び 初 動 警 察 活 動 の 強 化
業 績 目 標 ３ 良 好 な 経 済 活 動 等 の 確 保 及 び 環 境 破 壊 等 の 防 止

基 本 目 標 ２ 犯 罪 捜 査 の 的 確 な 推 進
業 績 目 標 １ 重 要 犯 罪 ・ 重 要 窃 盗 犯 の 検 挙 向 上
業 績 目 標 ２ 政 治 ・ 行 政 ・ 経 済 の 構 造 的 不 正 の 追 及 の 強 化
業 績 目 標 ３ 振 り 込 め 詐 欺 を 始 め と す る 特 殊 詐 欺 の 捜 査 活 動 及 び 予 防 活 動 の 強 化
業 績 目 標 ４ 科 学 技 術 を 活 用 し た 捜 査 の 更 な る 推 進
業 績 目 標 ５ 被 疑 者 取 調 べ の 適 正 化 の 更 な る 推 進

基 本 目 標 ３ 組 織 犯 罪 対 策 の 強 化
業 績 目 標 １ 暴 力 団 等 犯 罪 組 織 の 存 立 基 盤 の 弱 体 化
業 績 目 標 ２ 来 日 外 国 人 犯 罪 対 策 の 強 化

基 本 目 標 ４ 安 全 か つ 快 適 な 交 通 の 確 保
業 績 目 標 １ 歩 行 者 ・ 自 転 車 利 用 者 の 安 全 確 保
業 績 目 標 ２ 運 転 者 対 策 の 推 進
業 績 目 標 ３ 道 路 交 通 環 境 の 整 備

基 本 目 標 ５ 国 の 公 安 の 維 持
業 績 目 標 １ 重 大 テ ロ 事 案 等 を 含 む 警 備 犯 罪 へ の 的 確 な 対 処
業 績 目 標 ２ 大 規 模 自 然 災 害 事 案 等 の 重 大 事 案 へ の 的 確 な 対 処
業 績 目 標 ３ 対 日 有 害 活 動 、 国 際 テ ロ 等 の 未 然 防 止 及 び こ れ ら の 事 案 へ の 的 確 な 対 処

基 本 目 標 ６ 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 の 充 実
業 績 目 標 １ 犯 罪 被 害 者 等 に 対 す る 経 済 的 支 援 ・ 精 神 的 支 援 等 総 合 的 な 支 援 の 充 実

基 本 目 標 ７ 安 心 で き る Ｉ Ｔ 社 会 の 実 現
業 績 目 標 １ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 と ネ ッ ト ワ ー ク 利 用 犯 罪 等 サ イ バ ー 犯 罪 の 抑 止

※ 施 策 全 般 に 関 わ る 事 業 に つ い て は 、「 平 成 2 5 年 行 政 事 業 レ ビ ュ ー 」 各 欄 へ の 記 入 を 省
略 し て い る 。



基準年 達成年

①
地域住民等の安全を脅かしてい
る犯罪（注１）の認知件数

24年度 25年度

①

②

③

④

⑤

⑥

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・参③ 25-１

(2) ①・参②

1
25-１

(3) ①

(4) ①

(5) ①

(6) ① ４

(7) ①・参④

２

４
25-２

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

　防犯ボランティア支援事業の推進
　新たな安全・安心まちづくりに関する調査研
究

平成25年行政事業レビュー

事業名

優秀な取組を行う防犯ボランティア団体（以下「団体」という。）の中から、都道府県ごとに１団体を選
出の上、全国６箇所において、先進的な活動事例の発表と聴衆として参加した団体との意見交換を
行う「ブロック別防犯ボランティアフォーラム」を開催するとともに、その開催結果をホームページで公
表し、得られた知見を団体に対して広く提供する。

少年補導職員等で構成される少年サポートセンターを中心に、関係機関・団体、ボランティア等と連
携しながら、農業体験活動を始めとする各種体験活動や集団的不良交友関係対策等の非行少年の
立ち直り支援に係る施策を推進する。

達成手段
（開始年度）

―

　新たな安全・安心まちづくりに関する調査研
究

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標１　業績目標１

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 生活安全企画課、少年課、保安課

業績目標
政策体系上の

位置付け
市民生活の安全と平穏の確保

市民生活の安全と平穏の確保

総合的な犯罪抑止対策の推進

地域の犯罪情勢に即した犯罪抑止対策、少年の非行防止や良好な生活環境の保持を目的とした施策等、総合的な犯罪抑止対策を推進することにより、国民が安全にかつ安心して暮らせる社会を実現する。

達成目標

　生活安全警察執務資料作成等

　児童ポルノ対策・少年非行防止対策の推進
　生活安全警察執務資料作成等
　集団的不良交友関係対策を効果的に推進
するためのシステムの構築

防犯関係団体と協力して、防犯に配慮した構造や設備を有するマンションを防犯優良マンションとし
て登録又は認定する制度等の構築を推進するなど、防犯性に優れた住宅の普及を促進し、住宅侵
入犯罪を抑止する。

警察庁、経済産業省、国土交通省及び建物部品関連の民間団体で構成する「防犯性能の高い建物
部品の開発・普及に関する官民合同会議」において、一定の防犯性能があると評価した建物部品
（CP部品）の開発・普及を促進し、住宅の防犯性能を高め、住宅侵入犯罪を抑止する。

平成21年４月に全都道府県警察に設置した子ども女性安全対策班を活用し、子どもや女性を対象と
する性犯罪等の前兆と見られる声掛け、つきまとい等の行為者を特定し、検挙又は指導・警告措置
を講じる「先制・予防的活動」を推進し、被害の未然防止対策の強化を図る。

地域住民に向けて、警察の有する犯罪発生情報や防犯対策情報等を携帯電話の電子メール、ウェ
ブサイト、広報紙等の様々な手段及び媒体を用いて提供する。

地域住民の理解を得た上での街頭防犯カメラの整備の促進（平成
21年度）

防犯ボランティア活動の質の向上と継続性の確保に向けた取組の
推進（平成24年度）

子ども女性安全対策班が行う先制・予防的警察活動等の子どもと女
性を性犯罪等の被害から守るための取組の推進（平成21年度）

携帯電話の電子メール等による犯罪情報や地域安全情報の提供の
推進

防犯性能の高い建物部品の開発・普及の促進（平成16年度）

非行少年の立ち直り支援に係る施策の推進

業績目標の説明

防犯優良マンション等防犯性に優れた住宅の普及の促進（平成11
年度）

地域住民等の安全を脅かしている犯罪の認知件数の減少は、地域の犯罪情勢に即した犯罪抑止対策や子どもと女性を性犯罪等の被害から守るた
めの取組が的確に推進されたことを示し、総合的な犯罪抑止対策の推進状況の度合いを測る一つの指標となるため。

注１　都道府県警察が、犯罪統計等を分析し、地域住民等の安全を脅かしているものとして認めた種類の犯罪（重点犯罪）のうち、警察庁が実績評価を行うに当たり、全国的な犯罪情勢を勘案し、選定した犯罪

地域住民等の安全を脅かしている犯罪の認知件数を前年度よりも減少させる。

猟銃等による事件・事故の発生件数

刑法犯の認知件数

防犯ボランティア団体の活動状況（防犯ボランティア団体数及び構成員数）

街頭防犯カメラの整備台数

少年非行防止のための取組の推進状況（刑法犯少年の検挙人員、不良行為少年の補導人員及び少年相談受理件数）

風俗関係事犯の検挙件数及び検挙人員並びに風俗営業等に対する行政処分件数

参考指標

達成手段の概要等

これまでに実施したモデル事業及びパイロット事業の成果を踏まえ、プライバシーの保護や効率的・
効果的な設置運用に配慮しつつ、繁華街等犯罪の多発する地域への街頭防犯カメラの整備を促進
し、街頭犯罪等地域住民が不安を感じている犯罪を抑止する。

（別記様式第１号）



(8) ①・参⑤

(9) ①・参⑤ ４

(10) ①・参⑥

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額177,822千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額78,841千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額114,698千円〈112,061,442千円〉であった（生活安全警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

猟銃等の取扱いに関する基本的な事項に加え、具体的な事故原因・防止方策等の指導を徹底する
とともに、面接調査・周辺調査等の各種調査や照会により不適格者の排除を確実に行い、猟銃等に
よる事件・事故の発生を抑止する。

猟銃等の所持者に対する指導の徹底と不適格者の確実な排除

繁華街・歓楽街を中心とした視察や風俗営業所等への立入り等により風俗実態を把握し、積極的な
行政処分と暴力団、来日外国人犯罪組織等の関与も視野に入れた厳正な取締りにより違法営業を
排除する。また、地元商工会、地域住民、自治体等による協議会を設置するなどし、官民の連携によ
る各種防犯活動や環境浄化活動等を推進するほか、まちづくり計画等に基づいた各種整備事業等を
推進する。

幅広く情報収集を行うとともに突き上げ捜査を行い、各種法令を多角的に運用して、雇用主やブロー
カーの検挙に努めるなど人身取引事犯の取締りを行う。

　生活安全警察執務資料作成等人身取引事犯の取締りの強化

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の的確な運
用を始めとする繁華街・歓楽街を再生するための総合対策の推進



基準年 達成年

①
刑法犯及び特別法犯の総検挙人
員に占める地域警察官による検
挙人員の割合

20～24年度 25年度

①

②

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・参①

(2) ①・参①

(3) ①・参①

(4) ①・参②

交番相談員の増配置により、交番機能の強化を図る。

刑法犯及び特別法犯の総検挙人員に占める地域警察官による検挙人員の割合は、地域警察官による街頭活動の強化の度合いを測る一つの指標
となるため

業績目標の説明

地域警察官による刑法犯及び特別法犯の検挙状況

警察本部の通信指令室で直接受理した110番通報に対するリスポンス・タイム

達成手段
（開始年度）

地域警察官の執行力の強化、交番機能の強化等により地域警察官による街頭活動の一層の推進を図るとともに、通信指令機能の強化を中心とした初動警察活動の強化を図る。

達成目標

刑法犯及び特別法犯の総検挙人員に占める地域警察官による検挙人員の割
合について、過去５年間並の高水準を維持する。

参考指標

達成手段の概要等

犯罪の多発する時間帯・地域を重点に管内実態に即したパトロールを行い、犯罪の抑止及び検挙に
努めるよう、都道府県警察に対し指示する。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標１　業績目標２

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 地域課

業績目標
政策体系上の

位置付け
市民生活の安全と平穏の確保

市民生活の安全と平穏の確保

地域警察官による街頭活動及び初動警察活動の強化

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額177,822千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額78,841千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額114,698千円〈112,061,442千円〉であった（生活安全警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

通信指令機能の強化、通信指令を担う人材の育成強化、初動警察における事案対応能力の強化等
を推進する。

全国都道府県警察本部に設置の職務質問技能指導班による指導、専科教養の実施、研修会の開
催等、地域警察官の職務質問技能の伝承に関する取組を推進する。

―

パトロールの強化

職務質問技能の伝承（平成10年度）

交番相談員の活用（平成６年度）

初動警察刷新強化施策の推進（平成21年度）

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
経済犯罪等（注１）の検挙事件数
及び検挙人員

24年度 25年度

②
犯罪利用口座凍結のための金融
機関への情報提供件数（注２）

24年度 25年度

③
産業廃棄物事犯の検挙事件数及
び検挙人員

24年度 25年度

①

②

③

23年度 24年度 事業番号

(1) ②

(2)
①・③・
参③

(3)
①・③・
参③

参考指標

達成手段の概要等

高齢者を狙った利殖勧誘事犯等の経済犯罪及び商標法違反等の知的財産権侵害事犯の被害拡大
防止や被害回復を図るため、犯罪利用口座凍結のための金融機関への情報提供を推進する。

犯罪利用口座凍結のための金融機関への情報提供件数を前年よりも増加さ
せる。

犯罪利用口座凍結のための金融機関への情報提供は、被害の未然・拡大防止に極めて有効であるところ、当該情報提供件数の増加は、被害の未
然・拡大防止対策が推進されたことを示し、良好な経済活動の確保の度合いを測る一つの指標となるため。

注２：利殖勧誘事犯、特定商取引等事犯及びヤミ金融事犯に関するものに限る。

産業廃棄物事犯の検挙事件数及び検挙人員について、「産業廃棄物の不法投
棄件数」（参考指標②）の平成24年度中の投棄件数の前年度比増減傾向を踏
まえた水準を維持する。

廃棄物事犯の検挙事件数及び検挙人員について、産業廃棄物事犯の認知と関連する「産業廃棄物の不法投棄件数」（参考指標②）の平成24年度
中の投棄件数の前年度比増減傾向を踏まえた水準を維持することは、産業廃棄物事犯の取締りが継続して推進されたことを示し、環境破壊等の防
止の度合いを測る一つの指標となるため。

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額177,822千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額78,841千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額114,698千円〈112,061,442千円〉であった（生活安全警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

高齢者を狙った利殖勧誘事犯、国民の健康を脅かす現実的可能性が高い産業廃棄物事犯及び営
業秘密の漏洩等の知的財産権侵害事犯を生活経済事犯の中で優先的に取り締まるべき事犯と位置
付け、取締りを推進する。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標１　業績目標3

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 生活経済対策管理官

業績目標
政策体系上の

位置付け
市民生活の安全と平穏の確保

市民生活の安全と平穏の確保

良好な経済活動等の確保及び環境破壊等の防止

経済犯罪等の検挙事件数及び検挙人員について、上記の目標を達成することは、経済犯罪等の取締りが適切に推進されたことを示し、良好な経済
活動等の確保の度合いを測る一つの指標となるため。

業績目標の説明

消費者庁、金融庁、環境省、経済産業省等の関係機関及び金融機関や知的財産権の権利者団体
等と連携しつつ、経済犯罪、環境犯罪及び知的財産権侵害事犯等への対策を推進する。

達成手段
（開始年度）

―

経済活動を侵害し、国民の日常生活に影響を及ぼす犯罪及び環境犯罪の取締りとそれら犯罪への対策を推進することにより、良好な経済活動等を確保するとともに、環境破壊等を防止する。

達成目標

経済犯罪等について、次のとおり取締りを推進する。
ⅰ　利殖勧誘事犯
検挙事件数及び検挙人員について、前年よりも増加させる。
ⅱ　特定商取引等事犯
検挙事件数及び検挙人員について、前年並の水準を維持する。
ⅲ　ヤミ金融事犯
検挙事件数及び検挙人員について、前年並の水準を維持する。
ⅳ　食の安全に係る事犯
検挙事件数及び検挙人員について、24年中の検挙事件数及び検挙人員の前
年比増減傾向を踏まえた水準を維持する。

犯罪利用口座凍結のための金融機関への情報提供の推進

経済犯罪等（特に、国民の健康を脅かす現実的可能性が高い事犯）
の取締りの推進

関係機関・団体との連携の推進

経済犯罪等の相談件数

産業廃棄物の不法投棄件数

知的財産権侵害事犯の検挙事件数及び検挙人員

注１：利殖勧誘事犯、特定商取引等事犯、ヤミ金融事犯及び食の安全に係る事犯

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
各重要犯罪（注１）・重要窃盗犯
（注２）の検挙率

20～24年度 25年度

①

②

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・参①

(2) ①・参① 43

(3) ①・参① 42

(4) ①・参① 42

(5) ①・参①

(6)
①・参①
・参②

(7) ①・参①

各重要犯罪・重要窃盗犯の検挙人員

検視官の臨場率

各重要犯罪・重要窃盗犯の検挙率向上は、これらの犯罪に係る捜査の強化の度合いを測る一つの指標となるため。

業績目標の説明

達成手段
（開始年度）

国民の安全・安心に資するよう、重要犯罪・重要窃盗犯の検挙に向けた取組を推進する。

達成目標

殺人、強盗、強姦、侵入窃盗、自動車盗等の検挙率を過去５年間の平均値より
も向上させる。

注１　殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐・人身売買及び強制わいせつ　　　注２　侵入窃盗、自動車盗、ひったくり及びすり

参考指標

達成手段の概要等

自動車ナンバー自動読取システムの整備（昭和61年度）

  犯罪鑑識官による鑑定

  犯罪鑑識官による鑑定

犯罪現場等に遺留されたＤＮＡ型鑑定資料及び検挙被疑者のＤＮＡ型鑑定資料の適正な採取を徹底
し、ＤＮＡ型鑑定を積極的に実施することにより、鑑定によって得られた客観性の高い証拠に基づく捜
査を遂行し、重要犯罪・重要窃盗犯の迅速かつ的確な検挙を図る。

犯罪現場等に遺留されたDNA型鑑定資料及び検挙被疑者のDNA型鑑定資料の適正な採取を徹底
して、鑑定実績を着実に積み上げることで、DNA型データベースを拡充し、さらに、同データベースを
積極的に活用することにより、重要犯罪、重要窃盗犯の迅速かつ的確な検挙を図る。

通過する自動車のナンバーを自動的に読み取り、手配車両のナンバーと照合する自動車ナンバー
自動読取システムの整備を推進することにより、同システムからの手配車両の通過情報に基づいて
手配車両を早期に発見する可能性を高め、自動車盗等の重要窃盗犯や自動車利用の重要犯罪が
発生した際の被疑者の早期検挙を図る。

―

適正な死体取扱業務の推進

合同捜査及び共同捜査の推進

情報分析支援システム（CIS-CATS）を活用することにより、犯罪発生場所、時間帯、被疑者の特徴
等を総合的に分析して、効果的かつ効率的に捜査を遂行し、重要犯罪及び重要窃盗犯の検挙を向
上させる。

ＤＮＡ型データベースの活用（平成17年度）

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標２　業績目標１

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 捜査第一課、刑事企画課、犯罪鑑識官

業績目標
政策体系上の

位置付け
犯罪捜査の的確な推進

犯罪捜査の的確な推進

重要犯罪・重要窃盗犯の検挙向上

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額554,606千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額763,605千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額717,129千円〈112,061,442千円〉であった（刑事警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

  指名手配被疑者ポスターの作成等

平成25年行政事業レビュー

事業名

注３　犯罪統計、犯罪手口等の犯罪関連情報を地図上に表示し、他の様々な情報と組み合わせるなどして、犯罪発生場所、時間帯、被疑者の特徴等を総合的に分析するシステム

捜査特別報奨金制度を活用することにより、広く国民から重要凶悪犯罪の被疑者検挙に資する情報
の提供を受けて、重要犯罪の検挙を向上させる。

警察の主体的判断による解剖の実施等を内容とする「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調
査等に関する法律」が平成２５年４月に施行予定であるところ、同法の的確な運用を始め、適正な死
体取扱業務を更に推進することにより、証拠の的確な収集等による的確な犯罪捜査を遂行し、犯人
を確実に検挙するとともに、犯罪死の見逃しによる治安悪化要因を社会に残存させないことにより、
犯罪そのものの発生を抑制する。

広域にわたる重要事件が発生した際に、指揮系統を一元化し、関係都道府県警察が一体となって捜
査を行う合同捜査や、指揮系統の一元化までは行わないものの、捜査事項の分担その他捜査方針
の調整を行う共同捜査の推進により、効果的かつ効率的な捜査を遂行し、犯人の早期・大量検挙、
組織窃盗事件における首魁の検挙等による犯罪組織の壊滅を図る。

情報分析支援システム（ＣＩＳ－ＣＡＴＳ）（注３）の活用(平成20年度）

捜査特別報奨金制度の活用(平成19年度）

ＤＮＡ型鑑定の積極的活用（平成４年度）

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
政治・行政・経済の構造的不正に
係る犯罪の検挙状況（検挙事件
数及び検挙事例）

20～24年度 25年度

①

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・参①

(2) ①

(3) ①

政治・行政・経済の構造的不正に係る犯罪の検挙を推進する。

政治・行政・経済の構造的不正に係る犯罪の捜査の現状、問題点
及び捜査指揮についての研修の実施

経済をめぐる構造的不正に係る犯罪の捜査における財務捜査の活
用、指揮能力の向上等を目的とした研修の実施

全国会議の開催

公務員による知能犯罪の検挙人員

政治・行政・経済の構造的不正に係る犯罪の検挙の推進状況は、これら不正の追及の強化の度合いを測る一つの指標となるため。

達成手段の概要等

贈収賄事件等の捜査を担当する都道府県警察の捜査指揮官や捜査員を対象に、捜査指揮要領、捜
査の現状と課題、情報収集・内偵捜査要領等についてより実践的・効果的な研修を実施することで、
各都道府県警察に各種問題点や捜査要領について、共通の認識を共有させる。

業績目標の説明

全国の捜査第二課において政治・行政・経済の構造的不正事案の捜査を担当する特別捜査班長を
対象とした全国会議を開催し、構造的不正事案の捜査における課題等について協議、検討を行う。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標２　業績目標２

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 捜査第二課

業績目標
政策体系上の

位置付け
犯罪捜査の的確な推進

犯罪捜査の的確な推進

政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化

贈収賄事件、公職選挙法違反事件等の政治・行政をめぐる構造的不正及び金融証券関連事件等の経済をめぐる構造的不正は、我が国の社会・経済に対する信頼を根底から覆すものであることから、このような不正の追及を強化する。

達成目標

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額554,606千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額763,605千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額717,129千円〈112,061,442千円〉であった（刑事警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

企業、金融等の経済をめぐる構造的不正事案を担当する都道府県警察の捜査指揮官、財務捜査官
及び捜査員を対象に、財務捜査指揮要領、財務分析手法、最新の会計・監査制度、簿記知識等につ
いて、より実践的・効果的な研修を実施するとともに、財務局等関係機関との人事交流を推進する。

達成手段
（開始年度）

―

参考指標

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
特殊詐欺の認知件数及び被害
総額

22年度 25年度

②
特殊詐欺の検挙件数及び検挙
人員

20～24年度 25年度

①

23年度 24年度 事業番号

(1)
①・②・
参①

(2) ②・参①

(3)
①・②・
参①

３

(4) ②・参① 45

(5) ②・参①

業績目標の説明 注１　いわゆるオレオレ詐欺（電話を利用して親族等を装い、交通事故示談金等を名目に現金を預貯金口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺又は脅し取る恐喝）、架空請求詐欺（郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を
口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺又は脅し取る恐喝）、融資保証金詐欺（実際には融資しないにもかかわらず、融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺）及び還付金等詐欺（税金還付等に必要な
手続を装って被害者に現金自動預払機（ＡＴＭ）を操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る電子計算機使用詐欺）
注２　被害者と対面せず、匿名性の高い犯行ツールである架空・他人名義の口座や携帯電話を利用し、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称であり、その代表的なものが振り込め詐欺である。振り込め詐欺以外のものとしては、未公開株・社債等の有価証券や外国通貨等の売買勧誘をめぐるものなどが挙げられ
る。

特殊詐欺の認知件数及び被害総額を過去最低であった22年度よりも減少さ
せる。

総合的な特殊詐欺対策の推進（平成16年度）

関係警察相互の連携（平成16年度）

特殊詐欺の検挙率

特殊詐欺の検挙件数及び検挙人員を過去５年間の平均値よりも増加させ
る。

特殊詐欺の認知件数及び被害総額の減少は、特殊詐欺の捜査活動及び予防活動の強化の度合いを測る一つの指標となるため。

参考指標

特殊詐欺の検挙件数及び検挙人員の増加は、特殊詐欺の捜査活動及び予防活動の強化の度合いを測る一つの指標となるため。

防犯教室や巡回連絡等の機会、テレビ等のマスコミを通じて、犯行の手口や被害に遭わないため
のポイント等について、積極的に国民に対する情報提供を行う。また、被害者となりやすい高齢者
に対しては、防犯ボランティア団体等の協力により、電話や訪問による注意喚起をするなど、直接
的・個別的な働き掛けを推進する。
犯人がなりすまそうとする子や孫の世代に対しても積極的に働き掛け、自らの両親や祖父母とコ
ミュニケーションをとり、生活状況等の情報を共有したり、「合言葉」を決めておくことを勧めるなど、
「家族の絆」の醸成による複線的な被害防止を推進する。
警察庁において、都道府県警察が捜査の過程で入手した名簿を集約し還元することにより、都道
府県警察における名簿登載者に対する個別訪問やコールセンターからの架電、レターの送付等に
よる注意喚起等の被害防止対策を推進する。

特殊詐欺の捜査活動を効果的に推進するための各種装備資機材等、特殊詐欺対策に必要な資
機材を整備する。

特殊詐欺の犯行の際に悪用されることの多い架空又は他人名義の預貯金口座及び携帯電話の
供給・流通を遮断するため、 預貯金口座の売買や他人名義の携帯電話の譲渡・譲受行為等につ
いて、犯罪による収益の移転防止に関する法律や携帯音声通信事業者による契約者等の本人確
認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律を適用するなどして、積極的な検
挙活動を推進する。

広報啓発活動の推進（平成16年度）

特殊詐欺対策のための資機材の整備（平成16年度）

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標２　業績目標３

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 捜査第二課、生活安全企画課

業績目標
政策体系上の

位置付け
犯罪捜査の的確な推進

犯罪捜査の的確な推進

振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の捜査活動及び予防活動の強化

振り込め詐欺（注１）を始めとする特殊詐欺（注２）の犯行手口は日々巧妙化・多様化し、依然として国民に甚大な被害が生じていることから、捜査活動及び予防活動を強化し、被疑者の早期検挙及び被害の続発防止を図る。

達成目標

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額554,606千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額763,605千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額717,129千円〈112,061,442千円〉であった（刑事警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

各道府県警察の首都圏における基礎捜査に従事させるため、「振り込め詐欺首都圏派遣捜査専
従班」を活用し、関係警察相互の連携を図る。
捜査活動と予防活動との連携を強化するために各都道府県警察に設置された、「司令塔」を対象と
した全国会議を開催し、各都道府県警察が行っている施策についての情報共有を図るとともに、振
り込め詐欺を始めとする特殊詐欺対策における留意点等を指示する。

達成手段
（開始年度）

―

達成手段の概要等

集約した情報を都道府県警察に還元し、戦略的な取締活動を推進するとともに、都道府県警察間
の合・共同捜査を積極的に推進する。
特殊詐欺の認知件数及び被害総額は増加しており、深刻な状況にあるため、撲滅に向けた機運を
再醸成すべく官民一体となった抑止対策を推進する。

犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の活用の推
進（平成11年度）

高齢者犯罪被害防止事業

  特殊詐欺事件に係る効率的捜査の更なる
推進

（別記様式第１号）



基準年 達成年

① ＤＮＡ型データベースの活用件数 24年度 25年度

①

②

23年度 24年度 事業番号

(1)
①・
参①

(2)
①・
参①

42

(3)
①・
参①

(4) 参②

業績目標の説明

犯罪捜査への極めて高い有用性から増加の一途をたどっているＤＮＡ型鑑定需要に対し、警察庁に
おける被疑者ＤＮＡ型鑑定体制の強化、各都道府県警察における鑑定人等関係職員の増員及び鑑
識・鑑定資機材の増強に係る各種取組を推進し、増加する鑑定需要に適切に対応して鑑定結果を犯
罪捜査に迅速・的確に反映させるとともに、ＤＮＡ型鑑定の証拠価値を損なうことのないよう、その信
頼性や精度を確保することにより、鑑定実績を着実に積み上げ、ＤＮＡ型データベースの拡充及び犯
罪捜査への更なる積極的活用を図る。

情報技術解析用資機材の整備・高度化を推進するとともに、解析に関する高度な技術を身に付けた
第一線職員の育成、国内外関係機関・民間企業との連携等の取組を強化することにより、携帯電話
等の電子機器等を解析する能力を強化し、情報通信技術を利用した犯罪に対する科学的な捜査を
推進する。

参考指標

ＤＮＡ型データベースの活用件数を前年度よりも増加させる。

科学捜査のための研究の推進

ＤＮＡ型鑑定及びデータベースの積極的活用の推進（平成17年度）

ＤＮＡ型鑑定基盤の整備（平成４年度）

情報技術解析に係る取組の強化

ＤＮＡ型鑑定資料数

技術支援件数

ＤＮＡ型データベースの活用件数の増加は、科学技術を活用した捜査の更なる推進の度合いを測る一つの指標となるため

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標２　業績目標４

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 犯罪鑑識官、情報技術解析課

業績目標
政策体系上の

位置付け
犯罪捜査の的確な推進

犯罪捜査の的確な推進

科学技術を活用した捜査の更なる推進

科学技術の急速な進展、情報化社会の著しい進展等に的確に対処するために、鑑識資機材の充実、鑑識技術への先端的な科学技術の導入、情報技術解析の効果的な活用等を図ることにより、科学的な捜査を更に推進する。

達成目標

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額554,606千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額763,605千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額717,129千円〈112,061,442千円〉であった（刑事警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

  犯罪鑑識官による鑑定

平成25年行政事業レビュー

事業名

警察庁に対する被疑者ＤＮＡ型鑑定の積極的な嘱託を各都道府県警察に促しDNA型鑑定を推進す
るとともに、鑑識部門、科学捜査研究所及び捜査担当部門に対する指導・研修を継続実施すること
により、ＤＮＡ型鑑定資料の積極的採取、適正なＤＮＡ型鑑定の実施、鑑定結果のＤＮＡ型データベー
スへの確実な登録を有機的にリンクさせ、客観的証拠を重視する捜査を推進する。

達成手段
（開始年度）

―

達成手段の概要等

各都道府県警察の現場鑑識・科学鑑定担当者を招致しての研究会等を開催し、犯罪現場等におけ
るＤＮＡ型鑑定資料、指掌紋等各種資料の採取技法や、科学技術を活用した各種鑑定手法に関する
協議検討等を行うことにより、客観性の高い証拠を細大漏らさず収集・確保し、的確に鑑定するため
の鑑識・鑑定能力の向上を図る。

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
都道府県警察に対する巡回業務
指導における指導状況

20～24年度 25年度

②
捜査に携わる者に対する適正捜
査に関する研修等の実施状況

24年度 25年度

③
取調べ監督官等による取調べ室
の外部からの視認回数

24年 25年

①

②

23年度 24年度 事業番号

(1)
①・③・
参①・
参②

(2) ②研修（取調べ専科）等の実施（平成21年度）

達成目標

業績目標の説明

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額554,606千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額763,605千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額717,129千円〈112,061,442千円〉であった（刑事警察費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

警察大学校及び管区警察学校において、各都道府県警察の刑事指導業務を担当している者等に対
し、取調べに関する知識・技術を習得させることを目的とした「取調べ専科」を実施する。また、各都
道府県警察においては、警察庁から示された教科課程基準等を基に、実際に取調べに従事する警
部補以下の捜査員を対象とした取調べ技能専科を実施する。

達成手段
（開始年度）

―

達成手段の概要等

捜査部門では、取調べの適正化に関する巡回業務指導や研修を実施するとともに、取調べ監督部
門が警察組織内部におけるチェック機能としての役割を十分果たすことにより、被疑者取調べの適正
化に向けた取組を行う。

都道府県警察に対する巡回業務指導の実施等

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

全都道府県警察に対し、巡回業務指導を実施するなど、被疑者取調べの適正
化に係る指導を推進する。

業績指標

基本目標２　業績目標５

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 刑事企画課、総務課

業績目標
政策体系上の

位置付け
犯罪捜査の的確な推進

犯罪捜査の的確な推進

被疑者取調べの適正化の更なる推進

警察捜査に対する一層の信頼確保及び裁判員裁判への的確な対応のため、被疑者取調べの適正化の更なる推進を図る。

監督対象行為の事案数

被疑者取調べ件数

警察庁及び全都道府県警察において取調べ技能専科を実施するなど、捜査に
携わる者に対する適正捜査に関する研修等を推進する。

巡回業務指導の実施等、都道府県警察に対する被疑者取調べの適正化に係る指導を行っているところ、その実施状況は、都道府県警察における
被疑者取調べの適正化施策の更なる推進度合いを測る一つの指標となるため。

参考指標

捜査に携わる者に対する適正捜査に関する研修等の実施状況は、被疑者取調べの適正化のための措置の達成度合いを測る一つの指標となるた
め。

視認回数が被疑者取調べ件数を超えて一定の水準に達していること。
取調べ監督官等による取調べ室の外部からの視認は、被疑者取調べの適正化のための警察組織内部におけるチェック機能の一つであり、その回
数は、被疑者取調べの適正化に向けた警察の取組状況を測る一つの指標となるため。

（別記様式第１号）



基準年 達成年

① 暴力団構成員等の数 24年 25年

②
暴力団構成員等の関与する事件
の検挙件数及びこれら暴力団構
成員等の検挙人員

20～24年度 25年度

③
薬物事犯の検挙件数及び検挙人
員

20～24年度 25年度

④

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関
する法律（以下「組織的犯罪処罰法」という。）及び
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を
助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精
神薬取締法等の特例等に関する法律（以下「麻薬
特例法」という。）の適用による犯罪収益の没収額・
追徴額

20年～24年 25年

①

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・②
46
47

(2) ①・② 46

(3) ①・②
46
47

(4) ①・②・④
46
47

(5)
①・②・
参①

46

暴力団構成員等の数を前年よりも減少させる。

暴力団犯罪の取締りの強化

暴力団対策法の積極的・効果的な運用（平成３年度）

暴力団及び暴力団関係者の実態解明の推進

暴力団に対する組織的犯罪処罰法の積極的適用（平成11年度）

暴力団排除条例の適用件数

　暴力団構成員等の関与する事件の検挙件数及びこれら暴力団構成員等の
検挙人員を過去５年間の平均値よりも増加させる。

暴力団構成員等の数の減少は、暴力団組織の存立基盤の弱体化を測る一つの指標となるため。

参考指標

達成手段の概要等

暴力団の存立基盤に打撃を与えるため、暴力団や暴力団関係企業等に対する取締りを推進する。

暴力団構成員等の関与する事件の検挙件数及びこれら暴力団構成員等の検挙人員の増加は、暴力団の人的基盤に対する打撃となり、暴力団組
織の弱体化の度合いを測る一つの指標となるため。
なお、検挙人員については、人的基盤に対する打撃の度合いを客観的に示すものであり、検挙件数よりも重要な指標とする。

業績目標の説明

暴力団排除条例の定着化の促進（平成22年度）

　安心な社会を創るための匿名通報事業
　組織犯罪対策

　安心な社会を創るための匿名通報事業
　組織犯罪対策

　安心な社会を創るための匿名通報事業

暴力団及び暴力団関係者について、活動実態、組織の運営方法、資金獲得活動、他の暴力団や国
際犯罪組織等との人的又は資金的なつながり、対立・友誼関係等の組織実態を解明する。

暴力団員の社会からの長期隔離や資金剥奪のため、組織的犯罪処罰法の積極的な適用を推進す
る。

暴力団排除条例の定着化の促進を図り、暴力団排除の気運を更に高める。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標３　業績目標１

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課
企画分析課、暴力団対策課、薬物銃器対策課、犯罪収
益移転防止管理官

業績目標
政策体系上の

位置付け
組織犯罪対策の強化

組織犯罪対策の強化

暴力団等犯罪組織の存立基盤の弱体化

暴力団等犯罪組織は、薬物の密輸・密売に関与し、銃器発砲事件を引き起こすほか、対立抗争や意に沿わない事業者への襲撃等事件を繰り返すなど、社会にとって大きな脅威になっている上、社会情勢の変化に応じて多種多様な資金獲得活動を
行っていることから、取締りの強化、銃器の押収、犯罪収益の剝奪等、その人的・物的基盤と資金源に打撃を与える対策に重点的に取り組み、暴力団等犯罪組織の存立基盤の弱体化を図る。

達成目標

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

  安心な社会を創るための匿名通報事業

平成25年行政事業レビュー

事業名

中止命令等の行政命令を積極的かつ効果的に発出するとともに、暴力団対策法31条の２を適用した
威力利用資金獲得行為に係る代表者等の損害賠償請求訴訟を積極的に支援し、平成24年の暴力
団対策法改正で創設された各種制度についても積極的かつ効果的に運用する。

達成手段
（開始年度）

  安心な社会を創るための匿名通報事業
  組織犯罪対策

薬物事犯の検挙件数及び検挙人員を過去５年間の平均値よりも増加させる。
暴力団等犯罪組織の主要な資金源の一つである薬物事犯の検挙件数及び検挙人員を増加させることは、犯罪組織の弱体化の度合いを測る一つ
の指標となるため。

組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法を適用した犯罪収益の没収額・追徴額を過
去５年間の平均値よりも増加させる。

暴力団等犯罪組織は、社会情勢の変化に応じ多種多様な資金獲得活動を行い、その獲得した資金の没収等を回避するために、犯罪収益を隠匿す
るなどのマネー・ローンダリング行為を敢行しているが、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法を適用して犯罪収益を剝奪することは、犯罪組織の資金
獲得活動に打撃を与えることから、犯罪収益対策の推進状況の度合いを測る一つの指標となるため。

（別記様式第１号）



(6) ①・② 47

(7)
①・②・
参①

47

(8)
①・②・
③・④

46
47

(9) ②・③・④

(10) ③

(11) ③ 47

(12) ②・③・④ 47

　組織犯罪対策

捜査に関する知識・技能の習得を目的とした研修の実施
組織犯罪捜査に従事する者を対象として、捜査指揮、各種捜査手法や効果的な装備資機材の活用
方策等に関する研修を行う。

　組織犯罪対策

―

各種暴力団排除活動の推進

行政機関との連携強化

薬物密輸・密売組織の壊滅に向けた取締りの強化

薬物事犯取締活動強化月間の実施

末端乱用者の検挙を徹底するとともに、薬物密輸・密売組織の中枢に位置する首領や幹部に向けた
突き上げ捜査の推進、麻薬特例法の適用による薬物犯罪収益等の剥奪を徹底するなどして、これら
の組織の壊滅に向けた取締りを強化する。

１ヶ月間の薬物事犯取締活動強化月間を設定し、関係部門が連携した取締りを行う。

　組織犯罪対策

　組織犯罪対策

　安心な社会を創るための匿名通報事業
　組織犯罪対策

関係機関・団体と連携し、不当要求防止責任者講習の実施等による行政対象暴力対策、企業対象
暴力対策及び暴力団員の離脱支援等の社会復帰対策を推進する。

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額52,171千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額81,725千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額75,204千円〈112,061,442千円〉であった（組織犯罪対策費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

薬物密輸・密売組織等の実態解明と検挙を推進するための装備資機材等を整備する。

関係省庁と連携してあらゆる公共事業からの暴力団排除を推進するとともに、地方公共団体の発注
するあらゆる公共事業においても同様の措置が講じられるよう、地方公共団体に対する働き掛けを
行う。

密輸・密売対策用資機材の整備

国内関係機関との連絡会議、外国の取締機関との情報交換等によ
る水際対策の強化

国内関係機関との連絡会議並びに外国の取締機関との情報交換及び合同オペレーションを実施す
るなどして、これらと連携した水際対策を推進する。



基準年 達成年

①
来日外国人犯罪の罪種別検挙件
数及び検挙人員

20～24年度 25年度

②
国外逃亡被疑者等（注１）（うち外
国人）の検挙・処罰件数及び検
挙・処罰人員（注２）

20～24年 25年

①

②

23年度 24年度 事業番号

(1) ① 46

(2) ① 46

(3) ②

(4) ② 47

(5) ①・②

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額52,171千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額81,725千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額75,204千円〈112,061,442千円〉であった（組織犯罪対策費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

　安心な社会を創るための匿名通報事業

平成25年行政事業レビュー

事業名

地下銀行、偽装結婚、偽装認知、旅券等偽造、不法就労助長等の犯罪インフラ事犯の取締りを徹底
する。

達成手段
（開始年度）

―

　安心な社会を創るための匿名通報事業

達成手段の概要等

国際犯罪捜査及び国際捜査共助に関する知識・技能の習得を目的
とした国際警察センター捜査実務研修の実施

　組織犯罪対策

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標３　業績目標２

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 国際捜査管理官

業績目標
政策体系上の

位置付け
組織犯罪対策の強化

組織犯罪対策の強化

達成目標

来日外国人犯罪対策の強化

犯罪のグローバル化が急速に進み、治安に対する重大な脅威となっていることから、外国人犯罪の取締りの強化、外国人犯罪組織の実態解明の推進、国内関係機関及び外国治安機関等との連携強化等を図り、来日外国人犯罪対策を推進する。

法務省入国管理局と協力し、航空機で来日する旅客及び乗員に関する情報と警察庁が保有する指
名手配者等の情報を照合するなどして事前旅客情報システム、外国人個人識別情報認証システム
の円滑な運用を図る。

東アジア地域組織犯罪対策代表者会議、東アジア地域犯罪組織コンタクトポイントセミナーを開催す
るなど、積極的に外国治安当局との協議を推進し、連携の強化を図る。

警察大学校国際警察センターにおいて、都道府県警察の国際捜査や国際捜査共助を担当する警部
及び警部補を対象として、担当業務に必要な基礎知識・技能の習得を目的とした捜査実務研修を実
施する。

事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）(平成16年度）及び外国人個人識別
情報認証システム（平成19年度）の円滑な運用

各種協議等を通じた外国治安機関との連携強化

国際組織犯罪の敢行を容易にする犯罪インフラと組織的な背景を有する来日外国人犯罪が治安への重大な脅威となっていることから、来日外国人
犯罪の罪種別検挙状況は、来日外国人犯罪対策の強化の度合いを測る一つの指標となるため。

業績目標の説明

来日外国人犯罪の取締りを強化する。

国際犯罪組織の実態解明及び来日外国人犯罪の取締り

外国人犯罪を助長する犯罪インフラへの対策の実施

日本国内及び海外に構成員を置き、双方が連携しつつ日本国内を対象とした犯罪を敢行する国際
犯罪組織の実態解明に努めるとともに、来日外国人犯罪の積極的な取締りを行う。

国外逃亡被疑者等（うち外国人）の検挙・処罰件数及び検挙・処罰人員を過去
５年間の平均値より増加させる。

国外逃亡被疑者等の推移

国外逃亡被疑者等の「逃げ得」を許さないための取組である、国内外の関係機関と連携した水際における被疑者の検挙、国外に逃亡した被疑者の
引渡しを受けての検挙及び国外犯処罰規定の適用の状況は、来日外国人犯罪対策の強化の度合いを測る一つの指標となるため。

注１：日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者及びそのおそれがある者
注２：出入国審査で被疑者を発見し又は外国から被疑者の身柄の引渡しを受けて検挙した件数・人員及び外国に所在する被疑者に対して国外犯処罰規定が適用された件数・人員

参考指標

不法残留者数

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
歩行中・自転車乗用中の交通事
故死者数及び歩行者・自転車の
交通事故件数

22年 27年

①

23年度 24年度 事業番号

(1) ① 48

(2) ① 48

(3) ①

48
25-６

(4) ①

(5) ① 48

(6) ①

(7) ①

(8) ①

(9) ①

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額86,612,680千円〈136,489,781千円〉、24年度予算額97,181,116千円〈164,494,481千円〉、25年度当初予算額89,060,624千円〈111,914,812千円〉であった（交通警察費、交通安全対策特別交付金等、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

  広報啓発等

平成25年行政事業レビュー

事業名

幼児・児童のみならず、広く自転車利用者にヘルメットの着用を促すため、各種講習・交通安全運動
等のあらゆる機会を通じて映像資料等を活用した効果的な活動を実施する。

警察と道路管理者とが緊密に連携し、地域住民等の意見を反映しつつ、歩行者及び自転車利用者
にとって危険な地点・路線において交通事故対策を推進する。

達成手段
（開始年度）

―

  広報啓発等

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標４　業績目標１

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 交通企画課、交通指導課、交通規制課

業績目標
政策体系上の

位置付け
安全かつ快適な交通の確保

安全かつ快適な交通の確保

歩行者・自転車利用者の安全確保

全交通事故死者に占める歩行者・自転車利用者の割合が諸外国と比べて著しく高くなっていること、全交通事故のうち自転車関連事故が占める割合は増加傾向にあることなどから、歩行者・自転車利用者の交通事故抑止対策を推進し、歩行者・自転
車利用者の安全の確保を図る。

達成目標

業績目標の説明

幼児・児童に対する交通安全教育の推進

高齢者、障害者等の安全な横断を確保するため、バリアフリー対応型信号機の整備や道路標識・道
路標示の高輝度化等を推進する。

自転車専用通行帯の設置等自転車専用空間の確保を推進する。

  広報啓発等
　中高年齢層の歩行中死亡事故を抑止する
ための段階的交通安全教育手法に関する調
査

  広報啓発等

高齢者に対し、加齢に伴う身体機能の変化が行動に及ぼす影響等を理解させるため、各種教育用
機材を積極的に活用した参加・体験・実践型の交通安全教育を実施する。

反射材用品等の活用について、各種広報媒体を用いて積極的な広報啓発を行うとともに、地方公共
団体、関係機関・団体等と連携して、反射材用品等の視認効果を理解させる参加・体験・実践型の交
通安全教育を強化する。

幼児・児童に対し、幼稚園・保育所・小学校等と連携・協力を図りながら、関心を持たせる工夫を凝ら
すことにより、効果的な交通安全教育を実施する。

「自転車指導啓発重点地区・路線」を中心に、自転車利用者の無灯火、二人乗り、信号無視、一時不
停止等に対する指導警告を強化するとともに、いわゆる「ピスト」等に係る制動装置不良自転車運転
のほか、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたり、指導警告に従わないなど
悪質・危険な違反に対しては、交通切符を適用した検挙措置を講じる。

注：自転車が第１当事者又は第２当事者となった交通事故件数

歩行中・自転車乗用中の交通事故死者数及び歩行者・自転車利用者の交通
事故件数を次のとおり減少させる。
ⅰ　歩行中・自転車乗用中の交通事故死者数を22年よりも減少させる。
ⅱ　歩行中の交通事故死者のうち割合の高い高齢者の数を22年よりも減少さ
せる。
ⅲ　自転車関連事故件数（注）を22年よりも減少させる。
ⅳ　歩行者と自転車との交通事故件数を22年よりも減少させる。

自転車利用者の交通違反に対する指導取締りの強化

生活道路対策及び幹線道路対策の推進

歩行空間のバリアフリー化

自転車の走行空間の確保

自転車利用者に対するルールの周知と安全教育の推進

自転車利用者のヘルメット着用促進

高齢者に対する交通安全教育の推進

反射材用品等の普及促進

なし

歩行中・自転車乗用中の交通事故死者数及び歩行者・自転車の交通事故件数の減少は、歩行者・自転車利用者の安全確保の度合いを測る一つの
指標となるため。（第９次交通安全基本計画）

参考指標

達成手段の概要等

教育機関、事業所における交通安全教育で具体的な事故・損害賠償事例を示すなど、対象者の年
齢層に応じてその効果が高まるよう内容及び手段に特段の工夫を行い、ルール周知・安全教育を実
施する。

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
悪質性・危険性の高い違反に起
因する交通死亡事故件数

22年 27年

②

70歳以上の高齢運転者による交
通死亡事故件数及び70歳以上の
免許保有者10万人当たりの死亡
事故件

22年 27年

①

23年度 24年度 事業番号

(1) ① 48

(2) ①

(3) ①

(4) ①

(5) ①

(6) ①

(7) ①

(8) ①

(9) ②

悪質性・危険性の高い違反に起因する交通死亡事故件数を22年よりも減少さ
せる。

悪質・危険運転者に対する迅速・的確な行政処分の実施

飲酒運転者に対する新しい取消処分者講習の実施（平成23年度試
行開始、平成25年度開始）

取消処分者講習、停止処分者講習等の適正な実施

高齢運転者標識の普及促進（平成９年度）

「飲酒運転をしない、させない」という国民の規範意識を確立するた
めの広報啓発の推進

悪質性・危険性・迷惑性の高い運転行為への対策の強化

使用者の背後責任の追及等

総合的な暴走族対策の推進

70歳以上の高齢運転免許保有者数

悪質性・危険性の高い違反に起因する交通死亡事故件数の減少は、交通秩序の確立の度合いを測る一つの指標となるため。（第９次交通安全基本
計画）

参考指標

飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安全教育や広報啓発
を推進するとともに、交通ボランティア等と連携してハンドルキーパー運動の普及啓発に努めるなど、
地域、職域等における飲酒運転根絶に向けた取組を更に進める。

70歳以上の高齢運転者による交通死亡事故を22年よりも減少させる。
70歳以上の高齢運転者による交通死亡事故の抑止は、高齢運転者による交通事故の抑止の度合いを図る指標となるため。（第９次交通安全基本
計画）

業績目標の説明

緻密な交通事故事件捜査の推進（平成19年度）

道路交通法等に違反する行為をし、行政処分を受けた者等に対する取消処分者講習や停止処分者
講習等について、講習内容の一層の充実等を都道府県警察に指導し、交通違反者の危険性の改善
及び矯正を図る。

高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢運転者標識の普及啓発を幅広く実施するとともに、他の
年齢層に高齢運転者の特性を理解させ、高齢運転者標識を取り付けた自動車への保護意識を高め
るような交通安全教育・広報啓発を推進する。

過積載や過労運転等の違反について、自動車等の使用者等に対する背後責任の追及を徹底すると
ともに、事業活動に関して行われた悪質・危険な運転行為による交通事故については、事業者等の
背後責任の追及を念頭に捜査を尽くす。

あらゆる法令を活用して暴走族構成員等の検挙を徹底するとともに、関係機関・団体と連携して、暴
走族への加入阻止や暴走族グループからの離脱支援等総合的な暴走族対策を推進する。

迅速かつ的確な初動捜査を推進するため、交通事故捜査統括官及び交通事故鑑識官の適切な運
用を図るとともに、客観的な証拠収集を徹底するなど緻密な交通事故事件捜査の推進を図る。

違反を繰り返す運転者や重大な交通事故を起こした運転者に対し、違反登録に要する期間の短縮
や仮停止制度の積極的な運用、更に行政処分の長期未執行者に対する対策強化等を推進するよう
都道府県警に指導し、悪質・危険運転者を道路交通の場から早期に排除する。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標４　業績目標２

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 交通企画課、交通指導課、交通規制課、運転免許課

業績目標
政策体系上の

位置付け
安全かつ快適な交通の確保

安全かつ快適な交通の確保

運転者対策の推進

飲酒運転等の悪質性・危険性の高い運転に起因する交通死亡事故は、減少傾向にあるものの、依然として多いことから、これを防止するため、継続して悪質・危険運転者対策を推進する。また、高齢社会の進展に伴い、今後、高齢運転者による交通事
故の増加が懸念されており、70歳以上の高齢者については、免許保有者10万人当たりの死亡事故件数が多い年齢層であることから、高齢運転者対策を推進し、高齢運転者による交通事故の防止を図る。

達成目標

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、信号無視等交通事故に直結する悪質性・危険性の高い
違反及び迷惑性が高く住民からの取締り要望の多い違反に重点を置いた取締りを強化する。

常習飲酒運転者に講ずべき安全対策に関する調査研究結果を踏まえ、飲酒行動の改善等のための
新しいカリキュラムを盛り込んだ飲酒取消講習を全国で実施し、飲酒運転違反者に自らのアルコー
ル依存の程度を自覚させるとともに、それぞれに適切な飲酒指導を行い再犯防止を図る。

達成手段
（開始年度）

　広報啓発等

達成手段の概要等

―

（別記様式第１号）



(10) ②

(11) ②

(12) ②

(13) ②

(14) ②

(15) ②

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額86,612,680千円〈136,489,781千円〉、24年度予算額97,181,116千円〈164,494,481千円〉、25年度当初予算額89,060,624千円〈111,914,812千円〉であった（交通警察費、交通安全対策特別交付金等、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

信号灯器のLED化、道路標識等の高輝度化等を推進し、信号灯器、道路標識等を視認性に優れたも
のにする。

信号灯器のＬＥＤ化、道路標識の高輝度化等

講習予備検査の適正な実施（平成21年度）

高齢運転者等への支援の実施
高齢運転者に対する交通安全教育の実施や免許更新における高齢者講習の円滑な受講、免許証
返納者に対する支援の強化等、高齢運転者等に対する支援施策の推進について都道府県警察を指
導し、高齢運転者による交通事故防止を図る。

講習予備検査の結果等に基づく効果的な高齢者講習の実施（平成
21年度）

講習予備検査の結果に基づいた助言、指導を行うなど、受講者一人一人の状況に応じたきめ細や
かな高齢者講習の実施について都道府県警察を指導し、高齢運転者に効果的な安全運転教育を行
い交通事故防止を図る。

臨時適性検査の的確な実施
専門医等との緊密な連携体制の強化等による臨時適性検査の的確な実施について都道府県警察を
指導し、一定の症状を呈する病気等に係る高齢運転者等の交通事故防止を図る。

75歳以上の高齢運転者に対して自己の認知機能の状況を簡易な検査により自覚してもらうなど、講
習予備検査の適正かつ円滑な実施について都道府県警察を指導し、高齢運転者の安全運転継続を
支援する。

講習予備検査等の調査研究結果に基づく講習予備検査の改善の
実施（平成25年度）

講習予備検査の検証改善に関する調査研究結果を踏まえ、検査の判定基準（配点方法及び計算式
等）や検査手法（実施要領等）の見直しを内容とする講習予備検査の改善の実施について都道府県
警察を指導、教養し、講習予備検査の一層の適正化及び円滑化を図る。



基準年 達成年

①
交通安全施設等の整備により抑
止される死傷事故

23年度 28年度

②
信号制御の高度化等により実現
される円滑な交通

23年度 28年度

③
停電による信号機の機能停止を
防止する信号機電源付加装置の
整備台数

22年度 28年度

①

23年度 24年度 事業番号

(1)
①・②・

③

52

56
58
59

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額86,612,680千円〈136,489,781千円〉、24年度予算額97,181,116千円〈164,494,481千円〉、25年度当初予算額89,060,624千円〈111,914,812千円〉であった（交通警察費、交通安全対策特別交付金等、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

達成手段
（開始年度）

―

　都道府県警察施設整備費補助金（交通安全
施設）
　交通安全施設（信号柱）の老朽化対策
　交通警察に係る補助金事業（被災地）
　交通警察に係る補助金事業（全国防災）

達成手段の概要等

信号機、道路標識及び道路標示の整備並びに交通管制センターの整備を行うことにより、交通の安
全と円滑を実現する。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標４　業績目標３

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 交通規制課

業績目標
政策体系上の

位置付け
安全かつ快適な交通の確保

安全かつ快適な交通の確保

道路交通環境の整備

社会資本整備重点計画（平成24年８月31日閣議決定：計画期間平成24年度～28年度）に即して、交通安全施設等整備事業を推進することにより、道路交通環境を整備する。

達成目標

業績目標の説明

注：死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路を選定の上、集中的に交通安全施設等を整備

交通安全施設等の整備により、死傷事故を次のとおり抑止する。
ⅰ　信号機の高度化等により、死傷事故を約３万５千件／年抑止する。
ⅱ　事故危険箇所対策（注）により、対策実施箇所における死傷事故を約３割
抑止する。

特定交通安全施設等整備事業（昭和41年度）

なし

社会資本整備重点計画において設定されている、交通安全施設等整備事業により達成すべき成果目標（アウトカム目標）であるため。

参考指標

信号制御の高度化等により、円滑な交通を次のとおり実現する。
ⅰ　信号制御の高度化により、対策実施箇所において通過時間を約９千万人
時間／年短縮させる。
ⅱ　信号制御の高度化により、二酸化炭素の排出量を約18万ｔ－CO2／年削
減させる。
ⅲ　原則として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平
成18年法律第91号）に基づく重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成す
る道路全てにおいて、バリアフリー対応型信号機等を整備する。

社会資本整備重点計画において設定されている、交通安全施設等整備事業により達成すべき成果目標（アウトカム目標）であり、また、バリアフリー
対応型信号機等の整備については、移動等円滑化の促進に関する基本方針においても目標として設定されているため。

信号機電源付加装置の整備台数を約6,400台にする。 社会資本整備重点計画において設定されている、交通安全施設等整備事業により達成すべき整備目標（アウトプット目標）であるため。

（別記様式第１号）



基準年 達成年

① 重大テロ事案等の発生件数 20年～24年度 25年度

②
治安警備及び警衛・警護の実施
状況（事例）

20年～24年度 25年度

③
主要警備対象勢力（注３）に係る
犯罪の検挙件数及び検挙人員

20年～24年度 25年度

①

②

③

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・参①

61
62
63
64

(2) ①・参① 63

(3) ②・参②
61
63
64

(4) ①
61
63

(5) ③
61
63

(6) 参③ 63

重大テロ事案等の発生件数は、重大テロ事案等の予防鎮圧に向けた取組の推進状況を測る一つの指標となるため。

業績目標の説明

主要警備対象勢力による違法事案の取締り等

　焦点
　情報収集・分析機能の強化等
　皇宮警察本部

　焦点
　情報収集・分析機能の強化等

　焦点
　情報収集・分析機能の強化等

警備事象や情勢等に応じた適切な警備体制を確立して的確な警衛・警護警備を実施し、警備対象
の安全を確保する。

重大テロや武力攻撃事態等の緊急対処事態に至った場合に、関係機関・団体と連携し、住民の避
難等の措置を適切に講じるため、内閣官房、自治体、消防、自衛隊等と平素から情報を共有する
など、緊密な連携を図る。

オウム真理教については、教団信者による組織的違法行為に対する厳正な取締りを推進するとと
もに、無差別大量殺人行為を再び起こさせないため、関係機関と連携して実態解明に努める。極
左暴力集団については、潜在的な違法行為に対する捜査を通じ、「テロ、ゲリラ」事件の未然防止
や違法な調査活動等の非公然・非合法活動の摘発に努める。右翼については、銃器犯罪や資金
獲得を目的とした犯罪の検挙を通じ、テロ等重大事件の未然防止を図るとともに、市民の平穏な
生活に支障を与える悪質な街頭宣伝活動に対して、様々な法令を適用して事件検挙に努める。

重大テロ事案等を未然に防止する。

重要施設等の警戒警備

重大テロ事案等対処に係る各種訓練

大規模警衛・警護警備

関係機関との情報交換等の連携

重大テロ事案等の対処に係る各種訓練の実施件数

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年7月頃

業績指標

基本目標５　業績目標１

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 警備企画課・公安課・警備課・外事課

業績目標
政策体系上の

位置付け
国の公安の維持

国の公安の維持

重大テロ事案等を含む警備犯罪への的確な対処

的確な警備措置を講じることにより、重大テロ事案等（注１）を含む警備犯罪（注２）の予防鎮圧を図るとともに、その取締りを的確に実施する。（業績目標３に係る部分を除く。）
注１：国民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあるテロリズム及び過激な反グローバリズム運動に伴う大規模暴動等
注２：国の公安又は利益に係る犯罪、警備実施に関連する犯罪その他各種の社会運動に伴う犯罪

達成目標

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額12,284,484千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額12,112,974千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額11,918,598千円〈112,061,442千円〉であった（警備警察費及び皇宮警察費（うち護衛・警備に必要な経費）、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

　情報収集・分析機能の強化等

平成25年行政事業レビュー

事業名

重大テロ事案等の発生時において迅速かつ的確な対処を行い、被害の最小化を図るため、関係
機関との共同訓練等の各種訓練を実施する。

達成手段
（開始年度）

―

　焦点
　千葉県警察成田国際空港警備隊費
　情報収集・分析機能の強化等
　皇宮警察本部

　情報収集・分析機能の強化等
合同摘発や情報交換等、法務省入国管理局等の関係機関との連携を強化し、不法滞在者等の取
締りを推進する。また、不法滞在者の摘発強化と退去強制の効率化のため、入管法65条に基づく
入国警備官への被疑者引渡し制度の活用を図る。

不法滞在者等の取締り等

参考指標

達成手段の概要等

厳しい国際テロ情勢を踏まえ、原子力関連施設、首相官邸等の我が国の重要施設、米国関連施
設、鉄道等の公共交通機関等の警戒警備を情勢に応じ適切に実施し、重大テロ等の発生を予防
鎮圧する。

国内外の情勢に応じた警備措置を行い、警備対象の安全を確保する。 治安警備及び警衛・警護の実施状況は、重大テロ事案等の予防鎮圧に向けた取組の推進状況を測る一つの指標となるため。

主要警備対象勢力による違法事案の取締りを推進する。 主要警備対象勢力による違法事案への対処の状況は、警備犯罪の取締りの推進状況を測る一つの指標となるため。

注３：警備犯罪を行い、又は行うおそれのある主要な対象

不法滞在者等の検挙件数及び検挙人員並びに不法残留者数

治安警備及び警衛・警護実施件数

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①

大規模自然災害等の重大事案へ
の対処に係る各種訓練の実施状
況及び関係機関との連携状況
（各種訓練の実施件数及び事例）

20年～24年度 25年度

② 災害警備活動の実施状況（事例） 20年～24年度 25年度

①

②

23年度 24年度 事業番号

(1)
②・参①・

参②

(2)
②・参①・

参②

(3) ①

(4) ① 61

業績目標の説明

　焦点

全国の都道府県警察における各種実戦的訓練の実施により、災害対処能力を充実強化し、大規模
自然災害等の重大事案への的確な対処に向けた取組を推進する。

大規模自然災害等発生時の対処等について、内閣官房、内閣府等関係機関との情報交換を行うな
ど、緊密な連携を図ることで、大規模自然災害等の重大事案への的確な対処に向けた取組を推進す
る。

各種実戦的訓練の実施及び関係機関との連携により、大規模自然災害等の
重大事案への的確な対処に向けた取組を推進する。

災害警備活動

大規模災害対策用資機材の整備

重大事案対処に係る各種訓練

関係機関との情報交換等の連携

災害種別ごとの発生件数、警察官の平均出動人員及び出動延べ人員

広域緊急援助隊及び広域緊急援助隊特別救助班の事案ごとの出動延べ人員

各種訓練の実施状況及び関係機関との連携状況は、大規模自然災害等の重大事案への的確な対処に向けた取組の推進状況を測る一つの指標と
なるため。

参考指標

重大事案発生に際し、被害の最小化に向けた災害警備活動を推進する。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年7月頃

業績指標

基本目標５　業績目標２

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 警備課

業績目標
政策体系上の

位置付け
国の公安の維持

国の公安の維持

大規模自然災害事案等の重大事案への的確な対処

的確な警備措置を講ずることにより、大規模自然災害等の重大事案発生に伴う被害の最小化等を図る。

達成目標

災害警備活動の実施状況は、大規模自然災害等の重大事案への的確な対処に向けた取組の推進状況を測る一つの指標となるため。

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額12,284,484千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額12,112,974千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額11,918,598千円〈112,061,442千円〉であった（警備警察費及び皇宮警察費（うち護衛・警備に必要な経費）、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

大規模自然災害等発生時に対処に当たる広域緊急援助隊等の装備資機材等の充実により、重大
事案発生に際し被害の最小化に向けた災害警備活動を推進する。

達成手段
（開始年度）

―

達成手段の概要等

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、関係都道府県警察は所要の体制を確立して、被害
の最小化に向けた災害警備活動を推進する。

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①
国内外の関係機関との情報交換
等の連携状況（事例）

20年～24年度 25年度

② 国際テロの発生件数 20年～24年度 25年度

③

北朝鮮による拉致容疑事案、大
量破壊兵器関連物資等の不正輸
出事案等対日有害活動に係る事
案への取組状況（事例）

20年～24年度 25年度

①

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・②・③
61
63
65

(2) ①・②・③
63
65

(3) ①・②・③

61
63
65
66
67

業績目標の説明

　焦点
　情報収集・分析機能の強化等
　ラヂオプレスニュース速報受信
　国際テロ対策データベースシステム
　国際テロ捜査情報分析支援装置維持費

外事課及び国際テロリズム対策課において、対日有害活動や国際テロ等に関連する情報の収集・分
析体制の強化を図ることにより、国際テロの未然防止、北朝鮮による拉致容疑事案や大量破壊兵器
関連物資等の不正輸出事案等対日有害活動に対する取組の推進を図る。

国内外の機関との情報交換を始めとした関係機関との連携を強化する。

官邸、関係機関等との連携

外国治安情報機関等との情報交換

情報収集・分析機能の強化

なし

関係機関との連携強化の推進状況は、諜報・国際テロ等の未然防止に向けた取組及びこれら事案への的確な対処の推進状況を測る一つの指標と
なるため。

参考指標

国際テロを未然に防止する。 国際テロの発生件数は、国際テロの未然防止に向けた取組の推進状況を測る一つの指標となるため。

北朝鮮による拉致容疑事案、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事案等対
日有害活動に対する取組を推進する。

北朝鮮による拉致容疑事案、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事案等の対日有害活動に係る事案への取組状況は、これら事案に対する的確
な対処の推進状況を測る一つの指標となるため。

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年7月頃

業績指標

基本目標５　業績目標３

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 外事課・国際テロリズム対策課

業績目標
政策体系上の

位置付け
国の公安の維持

国の公安の維持

対日有害活動、国際テロ等の未然防止及びこれら事案への的確な対処

諜報事案、拉致容疑事案、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事案、国際テロ等に係る国内外の情報収集・分析機能を強化することにより、対日有害活動、国際テロ等の未然防止を図るとともに、これら事案に的確に対処する。

達成目標

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額12,284,484千円〈136,600,031千円〉、24年度予算額12,112,974千円〈165,143,321千円〉、25年度当初予算額11,918,598千円〈112,061,442千円〉であった（警備警察費及び皇宮警察費（うち護衛・警備に必要な経費）、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

　情報収集・分析機能の強化等
　ラヂオプレスニュース速報受信

平成25年行政事業レビュー

事業名

外事情報部長による外国治安情報機関等とのハイレベルかつ緊密な情報交換等に加え、実務担当
者による情報交換等を実施することにより、関係機関との連携を強化し、国際テロの未然防止、北朝
鮮による拉致容疑事案や大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事案等対日有害活動に対する取組
の推進を図る。

達成手段
（開始年度）

―

　焦点
　情報収集・分析機能の強化等
　ラヂオプレスニュース速報受信

達成手段の概要等

内閣情報会議、合同情報会議等において、官邸、内閣官房等に対し政府の意思決定に資する情報
の提供を行うことにより、関係機関との連携を強化し、国際テロの未然防止、北朝鮮による拉致容疑
事案や大量破壊兵器関連物資等の不正輸出事案等対日有害活動に対する取組の推進を図る。

（別記様式第１号）



基準年 達成年

①

犯罪被害給付制度の運用状況
（申請に係る被害者数、支給被害
者数、不支給被害者数、裁定・決
定金額並びに20年度法律・政令
改正に伴う経済的支援の拡充に
係る被害者数及び裁定・決定金
額）

20～24年度 25年度

②
犯罪被害者等に対するカウンセ
リングの実施件数

20～24年度 25年度

③

関係機関・団体等との連携状況
（民間被害者支援団体における
相談受理件数、直接支援件数及
び警察からの情報提供件数）

20～24年度 25年度

①

②

③

23年度 24年度 事業番号

(1) ①・②・③
68
69

(2) ①・②・③

(3) ①・②・③ 68

(4) ①・②・③ 68

(5) ③ 69

(6) ②・③

犯罪被害給付制度の運用状況は、総合的な犯罪被害者支援の推進状況を測る一つの指標となるため。（第二次犯罪被害者等基本計画）

業績目標の説明

全国被害者支援フォーラム等を通じた民間被害者支援団体との連
携の推進

　犯罪被害給付金

　犯罪被害給付金

　犯罪被害者支援経費

警察大学校等において、被害者支援指導専科、被害者カウンセリング技術上級専科といった犯罪被
害者支援に関する各種研修を実施する。

11月を広報実施月に設定して、犯罪被害者支援活動の周知と参加の促進及び犯罪被害給付制度
の周知徹底について、重点的に広報を実施するとともに、年間を通じて、関係機関・団体と連携を図
る。

民間被害者支援団体等と「全国被害者支援フォーラム2013」を共催するなど、引き続き民間被害者
団体との連携を図る。

犯罪被害給付制度を適切に運用する。

被害者支援推進計画の推進

被害者支援活動等に対する適切な評価の実施

研修（被害者支援指導専科及び被害者カウンセリング技術上級専
科）の実施

広報の推進

刑法犯による死者及び重傷者数の数

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年７月頃

業績指標

基本目標６　業績目標１

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 給与厚生課

業績目標
政策体系上の

位置付け
犯罪被害者等の支援の充実

犯罪被害者等の支援の充実

犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実

犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害に加えて、経済的損害、精神的苦痛等の様々な被害を被っており、多様な場面において支援を必要としていることから、犯罪被害者等に対する経済的・精神的支援等の総合的な支援を充実させる。

達成目標

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額1,813,408千円〈136,489,781千円〉、24年度予算額1,779,892千円〈164,494,481千円〉、25年度当初予算額1,741,548千円〈104,147,348千円〉であった（犯罪被害給付費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

平成25年行政事業レビュー

事業名

犯罪被害者支援に携わる警察職員の士気の高揚を図るため、真に国民のニーズを踏まえた犯罪被
害者支援活動及び効果的な施策に対して、表彰を実施する。

達成手段
（開始年度）

―

　犯罪被害給付金
　犯罪被害者支援経費

少年サポートセンター等において、関係機関・団体と協力し、カウンセリングの実施や少年の家庭環
境を始めとする周囲の環境の調整を行うなど、精神面・環境面での継続的な支援を行う。

被害を受けた少年に対する支援の推進（被害少年に対する継続的
な支援の推進等）

参考指標

達成手段の概要等

「平成25年度犯罪被害者支援推進計画」を策定し、都道府県警察に示すとともに、当該計画に基づく
各種支援施策を推進する。

警察部内カウンセラーの積極的な運用等により、犯罪被害者等に対するカウン
セリングを的確に行う。

犯罪被害者等に対するカウンセリングの実施件数は、総合的な被害者支援の推進状況を測る一つの指標となるため。（第二次犯罪被害者等基本計
画）

それぞれの指標について最近の増加傾向を維持する。
民間被害者支援団体における相談受理件数等の増加が総合的な被害者支援の推進状況を測る一つの指標となるため。（第二次犯罪被害者等基
本計画）

犯罪被害者等に対するカウンセリング体制の整備状況（警察における臨床心理資格を有する被害相談専門要員の配置数及びその他の被害相談専門要員の配置数）

交通事故による死者及び重傷者の数

（別記様式第１号）



基準年 達成年

① サイバー犯罪の検挙件数 22～24年 25年

② サイバーテロの発生件数 20～24年 25年

①

②

③

23年度 24年度 事業番号

(1) ①
74
75
76

(2) ②

25-３
25-４

(3) ① 72

(4) ②

(5) ②

(6) ①・②

(7) ①
―

サイバーテロの発生件数は、ＩＴ社会における情報セキュリティの確保の度合いを測る一つの指標となるため。

25年度
概算要求額

補正後予算額（執行額）
関連する
業績指標

　情勢に対応した訓練環境の充実
　予防・捜査等の推進に必要なインターネット
観測技術に関する調査研究

平成25年行政事業レビュー

事業名

サイバー攻撃対策に従事する警察職員に対し、サイバー攻撃手法等に関する研修及び民間委託に
よる訓練等を実施するほか、新たなサイバー攻撃に対応できる資機材を整備するなどし、サイバーテ
ロの発生及び被害の拡大防止を図る。

ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害事犯について一斉取締りを行うなど効果的な取締りを実施
するほか、システムの運用により、各都道府県警察において個別に把握したサイバー犯罪に関する
捜査情報等の共有を図るなど、合同・共同捜査を積極的に推進して効率的な捜査活動を行い、サイ
バー犯罪の検挙件数の増加を図る。

達成手段
（開始年度）

　不正アクセス取締関係資機材の整備
　検疫用ネットワーク資機材の整備
　サイバー犯罪取締りの推進

達成手段の概要等

平成25年度実績評価計画書（政策評価の事前分析表）

基本目標 政策評価実施予定時期 平成26年7月頃

業績指標

基本目標７　業績目標１

目標設定の考え方及び根拠

政策所管課 情報技術犯罪対策課、警備企画課、情報技術解析課

業績目標
政策体系上の

位置付け
安心できるＩＴ社会の実現

安心できるＩＴ社会の実現

情報セキュリティの確保とネットワーク利用犯罪等サイバー犯罪の抑止

ＩＴが国民生活や社会経済活動に多大な影響を与える存在となっていることを踏まえ、情報セキュリティを確保するとともに、ネットワーク利用犯罪を始めとするサイバー犯罪の取締り、サイバー攻撃対策等を総合的に進めることにより、安心できるＩＴ社会
を実現する。

達成目標

業績目標の説明

情報窃取の標的となるおそれのある事業者等との連携強化

　アクセス制御機能に関する技術の研究開発
の状況等に関する調査及び広報啓発等

警察やプロバイダ連絡協議会等が主催する研修会、学校等における講演会、情報通信技術関連イ
ベント等における講演やセミナーを実施するほか、警察庁ウェブサイトのサイバー犯罪対策のサイト
やセキュリティポータルサイト（@ｐｏｌｉｃｅ)、情報セキュリティ対策ＤＶＤ、広報啓発用リーフレット等を活
用して、情報セキュリティに関する広報啓発を行い、積極的な通報を喚起し、サイバー犯罪の検挙件
数の増加を図る。

事業者等への個別訪問、セミナー等を通じた情報セキュリティに関する情報提供、事案発生を想定し
た共同訓練、意見交換等により、緊急対処能力の向上を図り、サイバーテロの発生及び被害の拡大
防止を図る。

サイバー攻撃に関する情報を集約・分析し、その結果を事業者等と共有することで、サイバーテロの
発生及び被害の拡大防止を図る。

Ｇ８ハイテク犯罪サブグループ会合への出席、アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議の開
催、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ－Interpol）を通じたサイバー攻撃事案に係る国際捜査共助の実施に
より、犯罪取締り等のための諸外国との国際連携を強化し、サイバー犯罪の検挙件数の増加並びに
サイバーテロの発生及び被害の拡大防止を図る。

サイバー犯罪の検挙件数を過去３年間の平均値よりも増加させる。

国際捜査協力及び情報セキュリティに関する情報共有等によるサイ
バー犯罪取締り等のための国際連携の強化

先進的なサイバー犯罪に対応するための効果的な抑止・捜査手法
の活用の推進

全国協働捜査方式の推進、捜査官の育成、各種資機材の整備等に
よるサイバー犯罪対策の体制の強化

警察職員への研修等によるサイバーテロ対策のための体制強化
（平成13年度）

各種講演やセミナーによる研修及びホームページ等を活用した情報
発信を通じた情報セキュリティ対策に関する広報啓発

サイバーテロ対策セミナー、共同訓練等の実施による重要インフラ
事業者等との連携強化

サイバー犯罪等に関する相談受理件数

インターネット・ホットラインセンターが受理した違法情報及び有害情報件数

出会い系サイト及びコミュニティサイトの利用に起因する犯罪に遭った児童の数

サイバー犯罪の検挙件数の増加は、サイバー犯罪の抑止の度合いを測る一つの指標となるため。

参考指標

違法・有害情報の効率的な捜査活動を推進するための全国協働捜査方式を推進するとともに、サイ
バー犯罪対策に従事する警察職員に対し、サイバー犯罪に関する専門知識を習得させるための研
修を実施するほか、サイバー犯罪捜査や解析のために必要な資機材を整備するなどして、適正なサ
イバー犯罪捜査を推進するとともに、サイバー犯罪の検挙件数の増加を図る。

サイバーテロの発生及び被害の拡大を防止する。

（別記様式第１号）



(8) ①・②

(9) ① 72

(10) ①・参② 70

(11) ①・参②
70
71

(12) ①・参③

(13) ①・参②

70
73

注：インターネット利用者からインターネット上の違法情報（児童ポルノ画像、わいせつ画像、覚剤等規制薬物の広告に関する情報等、インターネット上に掲載すること自体が違法となる情報）、有害情報（違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘発するなど公共の安全と秩序の維持の観点から放置することのできない情報）に係る通報を受け付け、警察に通報したり、プロバイダ等に
削除依頼を実施する業務

外部委託したサイバーパトロールにおいて、出会い系サイト等における違法・有害情報を収集し、イ
ンターネット・ホットラインセンターに通報するなど、サイバー犯罪の検挙件数の増加を図る。

　インターネットホットライン業務
　サイバーパトロール業務

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制
等に関する法律の効果的な運用（平成15年度）

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の効率的な運用
により、サイバー犯罪の検挙件数の増加を図る。

サイバー防犯ボランティアの育成・支援
サイバー防犯ボランティアの育成・拡充を促進して、サイバー空間の規範意識の向上や安全・安心に
対する国民の意識を醸成するほか、団体数の増加などで活動の活性化を図ることによって、サイ
バー犯罪の検挙件数の増加を図る。

　インターネットホットライン業務
　サイバー防犯ボランティア育成支援の在り
方に関する調査研究

基本目標に関係する予算額等は、23年度執行額197,822千円〈136,489,781千円〉、24年度予算額402,777千円〈164,494,481千円〉、25年度当初予算額239,395千円〈104,147,348千円〉であった（情報技術犯罪対策費、〈〉内は複数の政策にわたる経費）。

　インターネットホットライン業務

警察庁が業務委託しているインターネット・ホットラインセンターにおいて、一般のインターネット利用
者から違法・有害情報に関する通報を受理し、サイト管理者への削除依頼、警察への通報等を行うこ
とにより、各都道府県警察において効率的かつ効果的な取締りを推進し、サイバー犯罪の検挙件数
の増加を図る。

ホットライン業務（注）の効果的運用（平成18年度）

外部委託したサイバーパトロール業務の効果的運用（平成20年度）

会議の開催等を通じて、情報技術の解析に係る国内捜査関係機関、民間有識者等との情報共有を
行い、サイバー犯罪の検挙件数の増加並びにサイバーテロの発生及び被害の拡大防止を図る。

総合セキュリティ対策会議の開催や、不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会（官民
ボード）の運営を行うほか、プロバイダ連絡協議会等においてサイバー犯罪情勢や対策の在り方等
について検討や情報交換を行うとともに、インターネットに係る最新の技術に関する情報及び電子機
器等の解析に必要な技術情報を得るため、民間企業との技術協力を推進するなど、サイバー犯罪の
検挙件数の増加を図る。

　アクセス制御機能に関する技術の研究開発
の状況等に関する調査及び広報啓発等

情報技術解析に係る関係機関との連携強化

総合セキュリティ対策会議の開催等による産業界等との連携強化


